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調査研究を行う者が講ずる同意代替措置に関する指針を定める件について（周知依頼） 

 

 

平素より，本会の事業推進にご協力を賜りまして，誠にありがとうございます． 

さて，本職宛に厚生労働省健康局長より標記の依頼がありました． 

本件につきまして，貴会会員へご周知をいただけますと幸いです． 

関連 URL は， 

http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H151215H0020.pdf 

になります． 

 

 なお詳細は，厚生労働省健康局がん・疾病対策課がん登録係（担当：中島氏 ℡03-5253-1111(内線

4604）にお問い合わせ下さいますようお願い申し上げます． 

 

 

 

 

                         本件の担当 日本医学会事務局 高橋 

 電話：03-3946-2121（内 4260） 
 
 



ノ

関係各独立行政法人の長

関係各国立研究開発法人の長

各関係団体の長

殿

調査研究を行う者が講ずる同意代替措置に関する指針を定める件について

(通知)

がん登録等の推進に関する法律(平成25年法律第Ⅱ1号)附則第2条第1項の規定

に基づき、調査研究を行う者が講ずる同意代替措置に関する指針を定める件(平成 27

年厚生労働省告示第471号)が別添のとおり本日公布され、平成28年1月1日から適

用されるところです。

つきましては、貴機関内への周知について、特段の御配慮方よろしくぉ願いいたしま

す。

健発1215第7号

平成2 7年12月15日

厚生労働省健康局長

(公印省略)
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0
厚
生
労
働
省
告
示
第
四
百
七
十
一
号

が
ん
登
録
等
の
推
進
に
関
す
る
法
律
(
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
十
言
ぢ
)
附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き

調
査
研
究
を
行
う
者
が
講
ず
る
同
意
代
替
措
置
に
関
す
る
指
針
を
次
の
よ
う
に
定
め
、
平
成
二
十
八
年
一
月
一
日
か
ら

適
用
す
る
。

平
成
二
十
七
年
十
二
月
十
五
日

厚
生
労
働
大
臣
塩
崎
恭
久

調
査
研
究
を
行
う
者
が
講
ず
る
同
意
代
替
措
置
に
関
す
る
指
針

が
ん
登
録
等
の
推
進
に
関
す
る
法
律
(
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
)
第
二
十
一
条
第

三
項
第
四
号
及
び
第
八
項
第
四
号
に
お
い
て
、
厚
生
労
働
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
が
、
が
ん
に
係
る
調
査
研
究
を
行

う
者
に
対
し
て
全
国
が
ん
登
録
情
報
又
は
都
道
府
県
が
ん
情
報
(
以
下
「
全
国
が
ん
登
録
情
報
等
」
と
い
う
。
)
を
提
供

す
る
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
が
ん
に
係
る
調
査
研
究
を
行
う
者
が
、
当
該
全
国
が
ん
登
録
情
報
等
に
係
る
が
ん
に
櫂
患

し
た
者
(
以
下
「
調
査
研
究
対
象
者
」
と
い
う
。
)
か
ら
、
当
該
が
ん
に
係
る
調
査
研
究
の
た
め
に
当
該
全
国
が
ん
登
録

情
報
等
が
提
供
さ
れ
る
こ
と
に
つ
ぃ
て
同
意
(
以
下
「
本
人
同
意
」
と
い
う
。
)
を
得
て
い
る
こ
と
を
必
要
と
し
て
い
る
。

一
方
、
法
附
則
第
二
条
第
一
項
に
お
い
て
、
法
の
施
行
の
日
(
以
下
届
行
旦
と
い
う
J
前
に
開
始
さ
れ
た
が
ん

に
係
る
調
査
研
究
の
規
模
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
て
、
施
行
日
後
に
、
本
人
同
意
を
得
る
こ
と
が
当
該
が
ん
に
係
る

調
査
研
究
の
円
滑
な
遂
行
に
支
障
を
及
ぼ
す
場
合
に
お
い
て
、
本
人
同
意
に
代
わ
る
措
置
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定

め
る
指
針
に
従
っ
た
措
置
(
以
下
「
同
意
代
替
措
置
」
と
い
う
。
)
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
と
き
は
、
法
第
二
十
一
条
第
三

項
第
四
号
及
ぴ
第
八
項
第
四
号
の
規
定
は
適
用
し
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
を
踏
ま
え
、
本
指
針
は
、
次
に
掲
げ
る
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
も
っ
て
、
同
意
代
替
措
置
と
す
る

こ
と
を
定
め
る
も
の
で
あ
る
。

、
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第
一
調
査
研
究
を
行
う
者
が
調
査
研
究
対
象
者
に
係
る
当
該
が
ん
に
係
る
情
報
を
取
得
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
イ
ン

フ
ォ
ー
ム
ド
・
コ
ン
セ
ン
ト
の
取
得
等
の
実
施

が
ん
に
係
る
調
査
研
究
を
行
う
者
が
、
施
行
日
前
に
開
始
さ
れ
た
当
該
が
ん
に
係
る
調
査
研
究
に
お
い
て
、
調
査

研
究
対
象
者
か
ら
当
該
研
究
に
参
加
す
る
こ
と
に
つ
い
て
同
意
を
得
る
際
に
、
調
査
研
究
対
象
者
を
追
跡
し
、
調
査

研
究
対
象
者
に
係
る
当
該
が
ん
に
係
る
情
報
を
取
得
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
人
を
対
象
と
す
る
医
学
系
研
究
に
関
す

る
倫
理
指
針
(
平
成
二
十
六
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
三
号
)
第
5
章
に
R
し
て
、
調
査
研
究
対
象
者
等
(
調
査
研
究

対
象
者
並
ぴ
に
調
査
研
究
対
象
者
の
意
思
及
び
利
益
を
代
弁
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
者
で
あ
っ
て
、
当
該
調
査
研
究

対
象
者
が
が
ん
に
係
る
情
報
の
取
得
に
係
る
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・
コ
ン
セ
ン
ト
を
与
え
る
能
力
を
欠
く
と
客
観
的
に

判
断
さ
れ
る
場
合
に
、
当
該
調
査
研
究
対
象
者
の
代
わ
り
に
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・
コ
ン
セ
ン
ト
を
与
え
る
こ
と
が
で

き
る
者
を
い
う
。
以
下
伺
じ
J
か
ら
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・
コ
ン
セ
ン
ト
の
取
得
等
を
実
施
し
て
い
る
こ
と
。

第
二
調
査
研
究
を
行
う
者
が
全
国
が
ん
登
録
情
報
等
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
に
つ
い
て
の
情
報
公
開
等
の
措
置

次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

一
適
切
な
情
報
公
開

が
ん
に
係
る
調
査
研
究
を
行
う
者
が
、
調
査
研
究
対
象
者
に
係
る
全
国
が
ん
登
録
情
報
等
の
提
供
を
受
け
る
に

当
た
り
、
次
に
掲
げ
る
情
報
を
、
当
該
が
ん
に
係
る
調
査
研
究
を
行
う
者
の
属
す
る
機
関
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
お

い
て
十
分
な
期
問
掲
載
す
る
等
、
調
査
研
究
対
象
者
等
が
容
易
に
知
り
得
る
状
態
で
適
切
に
公
開
す
る
こ
と
。

①

調
査
研
究
対
急
者
の
範
囲
、
調
査
研
究
の
目
的
、
全
国
が
ん
登
録
情
報
等
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
そ
の
他
の

調
査
研
究
の
概
要
に
関
す
る
こ
と

全
国
が
ん
登
録
情
報
等
の
利
用
目
的

全
国
が
ん
登
録
情
報
等
に
係
る
個
人
情
報
の
取
扱
い
に
関
す
る
こ
と

施
行
日
後
に
改
め
て
本
人
同
意
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
理
由
及
び
本
指
針
の
概
要

二
調
査
研
究
対
象
者
等
が
当
該
が
ん
に
係
る
調
査
研
究
の
た
め
に
全
国
が
ん
登
録
情
報
等
が
提
供
さ
れ
る
こ
と
に

つ
い
て
拒
否
で
き
る
機
会
の
保
障

が
ん
に
係
る
調
査
研
究
を
行
う
者
に
調
査
研
究
対
象
者
に
係
る
全
国
が
ん
登
録
情
報
等
が
提
供
さ
れ
る
こ
と
に

つ
い
て
、
調
査
研
究
対
魚
者
等
が
拒
否
で
き
る
機
会
を
保
障
す
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る
情
報
を
、
当
該
が
ん
に
係

る
調
査
研
究
を
行
う
者
の
属
す
る
機
関
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
お
い
て
十
分
な
期
間
掲
載
す
る
等
、
調
査
研
究
対
象

者
等
が
容
易
に
知
り
得
る
状
態
で
適
切
に
公
開
す
る
こ
と
。

迅
速
に
対
応
で
き
る
事
務
局
の
連
絡
先

全
国
が
ん
登
録
情
報
等
が
当
該
が
ん
に
係
る
調
査
研
究
に
利
用
さ
れ
る
こ
と
を
拒
否
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
調

査
研
究
対
象
者
等
が
不
利
益
な
取
扱
い
を
受
け
な
い
旨

な
お
、
当
該
機
会
を
保
障
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
拒
否
を
す
る
た
め
の
文
書
様
式
を
用
意
す
る
こ

と
等
に
よ
り
、
研
究
対
象
者
等
が
容
易
に
拒
否
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。
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